
●障害に対する理解や障害特性に応じた配慮などを盛り込んだパンフレットを
作成しています。
二次元コードから区ホームページにアクセスしていただき、ご覧ください。
https://www.city.setagaya.lg.jp/02083/10823.html

「合理的配慮の提供」とは

※　障害者差別解消法の改正により、令和６年度から民間事業者による合理的配慮の提供が義務付けられています。

「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」解説パンフレット

音声コード「Uni-Voice」 音声コード「Uni-Voice」

音声コード「Uni-Voice」です。
専用アプリで読み取ると内容を音声で
聞くことができます。

商店等における地域共生社会促進助成事業



物品の購入　上限額10万円（１０割助成）　
⇒「段差解消用簡易スロープ」、「簡易手すり」、「筆談ボード」など

音声コード「Uni-Voice」 音声コード「Uni-Voice」

言葉でのコミュニ
ケーションが難し
い方がイラストな
どを指し示すこと
によって、一緒に確
認しながらやり取
りができます。

 
　

）

事前相談・申請書等の提出（※１）

物品の納品・実績報告書等の提出

補助金の支払い（※4）

◆ 手続きの詳細や申請書類等は、二次元コードから区ホームページに
　 アクセスしていただき、ご確認ください。 　 

（区）交付決定通知書送付※2

（区）補助金額決定通知書送付※3 

※１ 申請を希望される場合や物品の選定について、ご相談がある場合は、表面の
「申込み・問合せ先」にご連絡ください。

※２ 区で申請内容を確認し、交付の可否を文書でお知らせします。
交付決定後に、物品の発注を行ってください。

※３ 区で実績報告の確認を行い、決定した補助額を文書でお知らせします。

※４ 補助金額決定通知書に基づき、補助金の請求を行ってください。
補助金は、区が物品の販売・作成事業者に直接支払うこともできます
（委任払を選択された場合）。

https://www.city.setagaya.lg.jp/02083/2859.html

※ 物品の『購入』と『作成』どちらも申請する場合は、上限額10万円となります。


